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令和 6 年度商店街 DX 推進事業補助金の御案内 
 

 

 

 

１ 事業目的 
 
 商店街が行う、キャッシュレス決済端末等を活用した商店街ＤＸの推進に向けた取 

組に要する経費の一部を埼玉県が予算の範囲内で補助します。 

 

２ 事業内容(補助概要) 
 
（１）補助対象者：商店街、商店街連合会等、商工団体（商工会議所、商工会） 

   ※さいたま市除く 

（２）補助率・補助上限額 

   補助率：３分の２以内 

   補助上限額：５００万円 

 

３ 補助金募集期間 

 令和６年１２月２０日（金）迄 

 ※採択額が予算に達し次第、募集を締め切ります。 

 

４ 事務手続きの留意点 

 

 

 

 交付申請書の提出（規則第 4 条、要綱第５、６条関係）について 
 事業の開始にあたり、実施する事業内容について申請していただきます。申請内容を  
 審査の上、一定の審査基準を満たす場合、交付決定となります。 

＊申請書類は返却しません。提出前に写しを取るなどにより、控えを保管してくださ 

 い。 

（１）見積書取得について 

  ・物品等の購入や委託契約を締結する場合などで、一度に１０万円（税込）以上と 

   なる場合は２者以上から見積書を徴取してください。また一度に１００万円（税 

   込）以上となる場合は３者以上から見積書を徴取してください。 

  ・見積書を徴取し、その後業者を選定する際は、提案の中から最も経済性かつ事業 

   効果に富んだものを選定してください。選定の際には、選定会議等を開き、選 

   定の具体的理由や経緯等を議事録に詳細に明記してください。 
 
  ＊申請された経費区分の内容・金額をもとに交付決定をした後、交付決定額の２０％

を超える範囲で経費区分の流用を行おうとする場合、交付要綱第１０条に基づき、

あらかじめ変更承認申請書（様式第４号）を提出し、知事の承認を受ける必要が

あります。 

 

交付申請書 

（注意）申請を御検討される場合、必ず事前に県の担当課あて御連絡・御相談くださ

い。 

 

彩の国 
埼玉県 
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（２）別紙様式１－３の記載について 

   取得価格が１０万円以上のデジタル機器等を、補助事業者から借り受けて使用す 

   る会員店舗ごとに 1 部作成・提出してください。   

（３）添付資料 

   交付申請書には下記（ア）～（オ）の資料を添付してください。 

   （ア）事業対象となる商店街の役員及び加盟店の代表者等の氏名、住所、店舗所

在地、会社名（屋号）、業種及び連絡先を記した名簿（任意様式） 

   （イ）事業実施主体の定款・規約等(事業実施主体が商工団体の場合、対象となる

商店街の定款・規約等を含む) 

   （ウ）補助事業の実施体制に関する資料 

   （エ）見積書の写し 

   （オ）商店街会員店舗が作成し、事業実施主体に提出した様式第１号別紙様式１

－３の写し 

    ※別添「申請時提出物等チェックリスト」により確認してください。 

     また、チェックリストも提出してください。 

 
 
 
（１）支出の確認ができない経費については補助することが出来ません。請求書、領収 

   書、通帳の写し等をご用意、保管をお願いします。(レシートのみは事業実施主体 

   名・品目・数量がわからないため不可) 

（２）支出は①事業実施主体による②補助事業のための支出であることが確認できるよ 

   うにお願いします。(領収書の宛名や支払い方法などご注意ください) 

 ＊事業実施主体名、金額、品目、数量が分かる書類を揃えてください 

 

 

 

  事業変更承認申請書の提出（要綱第１０条関係）について 

  交付決定後に申請した事業内容に変更・修正が生じた場合、すみやかに県担当課ま 

  で御連絡ください。 

  ○ 様式第４号について 

  本様式は、①交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするとき、②交

付決定額の２０％を超える範囲で経費区分間の流用を行うとき、③交付決定額

の２０％を超える増減を行うとき(ただし、補助対象経費が増額しても、交付決

定額は増額しない)、④補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき、いずれ

かに該当する場合に事前に提出していただきます。 

 ※事業の変更承認が必要となる場合は、変更承認申請書を作成（提出）する前 

  に、できるだけ早い段階で県に御相談ください。 

 

 

 

  実績報告書の提出（要綱第１５、１６条関係）について 

  事業の終了後（補助対象経費の支払まで完了後）、実施した事業内容について報告 

経費の支払
い 

事業計画変更 

実績報告書 
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  していただきます。 
 ＊様式第８号により、補助事業の終了後（関連する支払も完了した後）３０日以内   
   または令和７年３月１０日のいずれか早い日（必着）までに必要書類を添付して 
   提出してください。 

  （定められた期日までに提出がない場合、補助金は支給されません。） 

  

 （１）実績報告書を提出する際は、以下（ア）～（オ）の書類（写し等）を添付して   

    ください。 

（ア）様式第９号による検査調書 

（イ）支出が確認できる書類の写し（請求書、領収書、通帳等の写し） 

（ウ）新たにデジタル機器等を導入した場合、導入が確認できる写真 

（エ）（会員店舗にデジタル機器等を貸し出す場合）貸出条件および貸出状況が分 

   かる資料 

（オ）様式第１４号（取得財産管理台帳）の写し 

   ※別添「検査チェックリスト」により確認してください。 

     また、チェックリストも提出してください。 

 
  ＊実地検査（規則第１４条関係）について 

   実績報告書の提出を受けた後、補助対象事業の完了状況等報告内容を確認するた 

   め、県が訪問による実地検査を実施する場合があります。 

   （該当する補助事業者には、事前に県から連絡します。） 

 

 

 

 事業実施効果等報告書の提出（要綱第２０条関係）について 

  補助事業が終了して６か月後から１２か月後までの期間に事業の実施効果を測  
  定し、速やかに様式第１３号により報告していただきます。 

 

 

 

 補助金の請求（要綱第１８条関係）について 

  実績報告の内容を県が確認し、支払う補助金額を確定させた後は、補助金の請求手 

 続となります 

（１）様式第１１号について 

  ●「債権者コード」欄は、県の債権者登録をしてある場合に記入してください。 

  ● 通帳の写し（口座名義（カナ）ほか口座情報が確認できる部分）を添付して 

    ください。 
 
  ＊実際に受け取れる補助金の額は、補助金額確定通知書（様式第 10 号）で通知する 

   金額となり、交付決定通知書に記載した交付金額より少なくなる場合があります。 

  （事業完了後の実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が計上されて 

   いることが判明した場合には、その支出を除いて補助対象経費を算出することに 

   なります。） 

補助金請求 

事業実施効果等報告書 
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時 期 事業実施主体（補助事業者） 県（商業・サービス産業支援課） 

 

〔令和 6 年〕 

 4 月～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和 6 年〕 

 ２月末まで（随時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ３月末まで（随時） 

 

 

 

 

 

 

①交付申請（規則第 4 条、交付要綱第５、

６条） 

「交付申請書(様式第 1 号）」  

 を作成し必要書類を添えて提出 

応募締切：令和 6 年 12 月 20 日(金)必着  

     
 
 
 

 

 
  
②計画を変更､中止・廃止しようとする 
 場合（規則第 6 条第 1 項第 1 号及び第 3 号、

交付要綱第１０条） 

「変更(中止・廃止)承認申請書

（様式第 4 号）」提出 

 

 

 

 

 
 
③実績報告（規則第 13 条、交付要綱第 15、

16 条） 

「実績報告書(様式第 8 号)｣提出 
 
期限：事業完了※後 30 日以内又は令

和 7 年 3 月 10 日（月）のいずれか早

い日（※経費の支払完了までを含む） 

 

 

 

④補助金の請求（交付要綱第 18 条） 

「請求書（様式第 11 号）」  

 を提出(通帳の写しを添付) 

     （口座振込） 

 

 

⑤事業効果の報告（交付要綱第 20 条） 

「事業実施効果等報告書（様式第

１３号）」を提出 

 

 

 

 

 

○交付決定の通知（規則第 7 条、交付要綱第７、

８条）  

「交付決定通知書(様式第 2 号）」送付 
                   

 

 
 
 

 

 
 

○承認（交付要綱第１１条） 

「事業変更(中止・廃止)承認書 

 (様式第 5 号）」送付 

 

 

 

 
 
 

  

 

             （検査合格後） 

○補助金額の確定通知(規則第 14 条、交付要

綱第 17 条) 

「確定通知書（様式第 10 号）」送付 

  

 

 
 
○補助金の精算払 

  

 

審 査・交付決定 

補 助 事 業 開 始 

補 助 事 業 終 了 

検 査 
県が実地検査を 

行う場合あり 

審 査 

支払手続 

補助事業完了後半年～1 年後 

５ 主な書類作成・提出スケジュール 
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①書類の整備等（要綱第２２条関係）について 
 補助事業に係る経理は、補助事業者の他の（通常の）事業とは明確に区分して取り 
 扱う必要があります。伝票及び証拠書類等は、他の（通常の）事業とは別に綴るな 

 どして、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管して  

  ください。 

 
 
②法令違反に対する処置等について  

補助事業者が補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号）

等に違反する行為（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、補

助金の交付決定の取消・返還命令（加算金の徴収を含む）、不正内容の公表等を行うこ

とがあります。 

 
 
③商店街の口座開設について  
 補助金の支払は口座振替払で行います。商店街名義の口座をお持ちでない場合、事前 

 に必ず口座を開設しておいてください。（商店街の代表者等の個人（私用）口座へ補助 

 金を振り込むことはできません。） 

 
 
④申請等の制限について  

 国や県が助成する他の制度と経費が重複する事業は補助対象事業となりません。 
 
 

※疑義がある点については、必ず事前に県あて御相談ください。 

 

 

 

 

【申請書等の提出先・問い合わせ先】 

 〒330-9301 

 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 
 

 埼玉県産業労働部 

 商業・サービス産業支援課商業担当 

             （本庁舎 5 階） 

 電 話：048(830)3761 

 ＦＡＸ：048(830)4812 

  電子ﾒｰﾙ ：a3750-11@pref.saitama.lg.jp 

 

５ その他の注意点 


